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(57)【要約】
　コンテンツ提示デバイスへのコンテンツアセットの配
信に関連付けられたコンテンツ提示情報を管理する方法
、システム、及びコンピュータ可読媒体を一般的に説明
する。提示情報管理システムは、コンテンツアセットが
配信計画に従ってコンテンツ提示デバイスを通じて提示
されたか否かを検証するように構成することができる。
一部の実施形態において、管理システムは、管理システ
ムによってアクセスされる各コンテンツアセットのため
のコンテンツ識別子を発生させ、かつコンテンツアセッ
トがコンテンツ提示デバイスを通して提示された時に提
示情報を受信するように構成することができる。コンテ
ンツ識別子は、コンテンツアセットが、コンテンツアセ
ットがコンテンツ提示デバイスで提示された時にコンテ
ンツ提示デバイスでのような管理システム内で認識され
ることを可能にするように構成することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツ配信検証システムであって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと作動可能に通信する非一時的コンピュータ可読ストレージ媒体と、
　を含み、
　前記コンピュータ可読ストレージ媒体は、実行された時に前記プロセッサをして
　配信計画に関連付けられた少なくとも１つのコンテンツアセットにアクセスさせ、
　前記少なくとも１つのコンテンツアセットが少なくとも１つのコンテンツ提示デバイス
上に提示されていることに応答して、該少なくとも１つのコンテンツアセットを識別する
ように構成された該少なくとも１つのコンテンツアセットのための少なくとも１つのコン
テンツ識別子を発生させ、
　前記少なくとも１つのコンテンツ提示デバイスによって提示された前記少なくとも１つ
のコンテンツアセットが前記少なくとも１つのコンテンツ識別子に基づいて認識されてい
ることに応答して、提示情報を受信させ、かつ
　前記少なくとも１つのコンテンツアセットが前記配信計画に従って提示されたか否かを
検証するように構成されたコンテンツ提示レポートを前記提示情報に基づいて発生させる
、
　１又は２以上のプログラミング命令を収容する、
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのコンテンツアセットは、テレビ広告を含むことを特徴とする請求
項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのコンテンツ提示デバイスは、テレビ及びスマートテレビのうちの
少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのコンテンツアセットは、自動コンテンツ認識を使用して認識され
ることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記配信計画は、広告キャンペーンを含むことを特徴とする請求項１に記載のシステム
。
【請求項６】
　前記配信計画は、視聴者ベース広告購入キャンペーンを含むことを特徴とする請求項１
に記載のシステム。
【請求項７】
　前記提示情報は、提示時間、提示地理、及び提示ネットワークを含むことを特徴とする
請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記提示レポートは、前記少なくとも１つのコンテンツアセットに対する視聴者インプ
レッションの推定を含むことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　コンテンツの配信を検証するコンピュータ実装方法であって、
　プロセッサにより、
　配信計画に関連付けられた少なくとも１つのコンテンツアセットにアクセスする段階と
、
　前記少なくとも１つのコンテンツアセットが少なくとも１つのコンテンツ提示デバイス
上に提示されていることに応答して、該少なくとも１つのコンテンツアセットを識別する
ように構成された該少なくとも１つのコンテンツアセットのための少なくとも１つのコン
テンツ識別子を発生させる段階と、
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　前記少なくとも１つのコンテンツ提示デバイスによって提示された前記少なくとも１つ
のコンテンツアセットが前記少なくとも１つのコンテンツ識別子に基づいて認識されてい
ることに応答して、提示情報を受信する段階と、
　前記少なくとも１つのコンテンツアセットが前記配信計画に従って提示されたか否かを
検証するように構成されたコンテンツ提示レポートを前記提示情報に基づいて発生させる
段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのコンテンツアセットは、テレビ広告を含むことを特徴とする請求
項９に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのコンテンツ提示デバイスは、テレビ及びスマートテレビのうちの
少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項９に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのコンテンツアセットは、自動コンテンツ認識を使用して認識され
ることを特徴とする請求項９に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１３】
　前記配信計画は、広告キャンペーンを含むことを特徴とする請求項９に記載のコンピュ
ータ実装方法。
【請求項１４】
　前記配信計画は、視聴者ベース広告購入キャンペーンを含むことを特徴とする請求項９
に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１５】
　前記提示情報は、提示時間、提示地理、及び提示ネットワークを含むことを特徴とする
請求項９に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１６】
　前記提示レポートは、前記少なくとも１つのコンテンツアセットに対する視聴者インプ
レッションの推定を含むことを特徴とする請求項９に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１７】
　コンテンツの配信を検証するように構成されたコンピュータ可読プログラムコードを有
するコンピュータ可読ストレージ媒体であって、
　前記コンピュータ可読プログラムコードは、
　配信計画に関連付けられた少なくとも１つのコンテンツアセットにアクセスするように
構成されたコンピュータ可読プログラムコードと、
　前記少なくとも１つのコンテンツアセットが少なくとも１つのコンテンツ提示デバイス
上に提示されていることに応答して、該少なくとも１つのコンテンツアセットを識別する
ように構成された該少なくとも１つのコンテンツアセットのための少なくとも１つのコン
テンツ識別子を発生させるように構成されたコンピュータ可読プログラムコードと、
　前記少なくとも１つのコンテンツ提示デバイスによって提示された前記少なくとも１つ
のコンテンツアセットが前記少なくとも１つのコンテンツ識別子に基づいて認識されてい
ることに応答して、提示情報を受信するように構成されたコンピュータ可読プログラムコ
ードと、
　前記少なくとも１つのコンテンツアセットが前記配信計画に従って提示されたか否かを
検証するように構成されたコンテンツ提示レポートを前記提示情報に基づいて発生させる
ように構成されたコンピュータ可読プログラムコードと、
　を含む、
　ことを特徴とする媒体。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つのコンテンツアセットは、テレビ広告を含むことを特徴とする請求
項１７に記載のコンピュータ可読ストレージ媒体。
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【請求項１９】
　前記少なくとも１つのコンテンツアセットは、自動コンテンツ認識を使用して認識され
ることを特徴とする請求項１７に記載のコンピュータ可読ストレージ媒体。
【請求項２０】
　前記配信計画は、視聴者ベース広告購入キャンペーンを含むことを特徴とする請求項１
７に記載のコンピュータ可読ストレージ媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
〔関連出願への相互参照〕
　本出願は２０１４年２月７日出願の米国仮特許出願第６１／９３６，９４７号の利益を
主張するものであり、その開示は、その全体があたかも本明細書に完全に示されるが如く
引用によって組み込まれている。
【０００２】
　説明する技術は、一般的に、コンテンツの提示に関連付けられた情報を提供することに
関し、より具体的には、配信計画に従ってコンテンツの提示を検証することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　広告主及びオンラインコンテンツ制作者のようなある一定のコンテンツ開発体は、いつ
いかにして彼らのコンテンツがユーザに提示されたかに関する情報を正確かつ適時に受信
することができていない。従って、これらのコンテンツ開発体は、彼らのコンテンツがコ
ンテンツ配信者との彼らの契約に従ってユーザに放送されたことを検証することができて
いない。例えば、テレビ広告主は、放送局及びメディア代理店が特定の時間に広告が流れ
たことを証明する時に、コンテンツ配信者がインプレッションとして何を集計しているか
を決定することができない。これに加えて、広告主は、彼らのテレビ広告が推定で放送さ
れた時と、彼らの広告が、必要とされる時間にかつ番組中に流れたことを検証するための
放送後分析との間の遅延時間について不満を訴えている。通常、広告を販売する会社又は
第三者処理業者によって生成されるこのような放送後分析レポートは、広告主によって受
け取られるのに数週間を要する可能性がある。従って、広告キャンペーンが完了した後ま
で矛盾に対処することができないことが多い。
【０００４】
　視聴者ベース広告購入は、コンテンツ開発体に対して新しい機会を提示することができ
るが、コンテンツインプレッションの正確かつ適時なレポートに伴った問題が増す場合も
あるプログラム的購入及び販売の新しいモデルである。現在、ほとんどの非デジタルメデ
ィア、特にテレビコンテンツは、コンテンツ及びコンテクストに基づいてパッケージ化、
販売、かつ購入されている。ウェブサイト上、刊行物（例えば、雑誌）内、及びテレビ上
での購入広告機会のような広告キャンペーンを異なるメディアにわたってスケーリングす
ることは可能であるが、プログラム的購入及び販売は、スケールを追加し、かつコンテン
ツ又はコンテクストに関係なく多くの異なるメディアにわたってデータの中核セットによ
って定められる広告主が「購入」するか又は特定の視聴者をターゲットにすることができ
る視聴者ベース広告を通して視聴者ターゲット化を改良する可能性がある。
【０００５】
　視聴者ベース広告を通して、メディア代理店は、彼らの取引デスク及びデマンドサイド
プラットフォーム（ＤＳＰ）を使用して、科学的なリアルタイムプログラム的技術に基づ
いて「視聴者－購入」に対してメディア目録に対する入札機会を生成することができる。
視聴者ベース広告購入の成長は、取りわけ、データ駆動型視聴者ターゲット化ソリューシ
ョンを使用して、デジタル及びテレビ広告キャンペーンのような複数のメディアカテゴリ
にわたる広告の調整を改良する機会によって推進されている。
【０００６】
　視聴者ベース購入は、関連するテレビ視聴者情報を購入する広告主及び代理店が、彼ら
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のキャンペーンを実行するのに使用される実際の広告目録内への可視性を有していないの
で、広告検証に関連する新しい懸念を生じている。例えば、個々のテレビ広告配置を購入
するかわりに視聴者ベーステレビ購入を使用する時に、広告主及び／又は代理店は、定め
られたターゲット視聴者に対するある一定の数のインプレッションを購入している。しか
し、テレビ視聴者ベース販売を行う会社は、視聴者ベーステレビ購入に関連付けられた特
定のテレビ広告ユニット内への可視性を提供しない。従って、視聴者ベース購入は、現在
のところ、広告主及び代理店を彼らの広告が配信されたか否か、何時配信されたか、及び
何処で配信されたかを独立に検証するいずれの方法も、又はそのような広告の潜在的な視
聴者インプレッションを推定するいずれの手段もないままに残している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、コンテンツ開発体は、彼らのコンテンツの提示及び視聴者インプレッションに
関連する情報を正確かつ適時に提供することができるシステムから利益を受けると考えら
れる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の開示は、説明する特定のシステム、デバイス、及び方法を変更することができ
るので、これらに限定されるものではない。説明に使用される用語は、単に特定のバージ
ョン又は実施形態を説明する目的のものであり、本発明の範囲を限定するように意図して
いない。
【０００９】
　この文書に使用される時に、単数形「ａ」、「ａｎ」、及び「ｔｈｅ」は、関連がそれ
以外を明確に示さない限り複数の参照を含む。他に定義されない限り、本明細書に使用す
る全ての技術的及び科学的用語は、当業者によって一般的に理解されるのと同じ意味を有
する。本発明の開示のいずれも、本発明の開示で説明する実施形態が従来の発明によるそ
のような開示に先行する資格を与えられないという承認として解釈すべきではない。この
文書に使用される「含む」という用語は、「以下に限定されるものではないが、含む」を
意味する。
【００１０】
　実施形態において、コンテンツ配信検証システムは、プロセッサと、プロセッサと作動
可能に通信する非一時的コンピュータ可読ストレージ媒体とを含むことができる。コンピ
ュータ可読ストレージ媒体は、実行された時にプロセッサをして、配信計画に関連付けら
れた少なくとも１つのコンテンツアセットにアクセスさせ、少なくとも１つのコンテンツ
アセットが少なくとも１つのコンテンツ提示デバイス上に提示されていることに応答して
少なくとも１つのコンテンツアセットを識別するように構成された少なくとも１つのコン
テンツアセットのための少なくとも１つのコンテンツ識別子を発生させ、少なくとも１つ
のコンテンツ提示デバイスによって提示された少なくとも１つのコンテンツアセットが少
なくとも１つのコンテンツ識別子に基づいて認識されていることに応答して提示情報を受
信させ、かつ少なくとも１つのコンテンツアセットが配信計画に従って提示されたか否か
を検証するように構成されたコンテンツ提示レポートを提示情報に基づいて発生させる１
又は２以上のプログラミング命令を収容する。
【００１１】
　実施形態において、コンテンツの配信を検証するためのコンピュータ実装方法は、プロ
セッサにより、配信計画に関連付けられた少なくとも１つのコンテンツアセットにアクセ
スする段階と、少なくとも１つのコンテンツアセットが少なくとも１つのコンテンツ提示
デバイス上に提示されていることに応答して少なくとも１つのコンテンツアセットを識別
するように構成された少なくとも１つのコンテンツアセットのための少なくとも１つのコ
ンテンツ識別子を発生させる段階と、少なくとも１つのコンテンツ提示デバイスによって
提示された少なくとも１つのコンテンツアセットが少なくとも１つのコンテンツ識別子に
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基づいて認識されていることに応答して提示情報を受信する段階と、少なくとも１つのコ
ンテンツアセットが配信計画に従って提示されたか否かを検証するように構成されたコン
テンツ提示レポートを提示情報に基づいて発生させる段階とを含むことができる。
【００１２】
　実施形態において、コンピュータ可読ストレージ媒体は、コンテンツの配信を検証する
ように構成されたコンピュータ可読プログラムコードを有することができる。コンピュー
タ可読プログラムコードは、配信計画に関連付けられた少なくとも１つのコンテンツアセ
ットにアクセスし、少なくとも１つのコンテンツアセットが少なくとも１つのコンテンツ
提示デバイス上に提示されていることに応答して少なくとも１つのコンテンツアセットを
識別するように構成された少なくとも１つのコンテンツアセットのための少なくとも１つ
のコンテンツ識別子を発生させ、少なくとも１つのコンテンツ提示デバイスによって提示
された少なくとも１つのコンテンツアセットが少なくとも１つのコンテンツ識別子に基づ
いて認識されていることに応答して提示情報を受信するように構成されたコンピュータ可
読プログラムコードと、少なくとも１つのコンテンツアセットが配信計画に従って提示さ
れたか否かを検証するように構成されたコンテンツ提示レポートを提示情報に基づいて発
生させるように構成されたコンピュータ可読プログラムコードとを含むことができる。
【００１３】
　本発明の上述の及び他の目的は、添付の図面に関して行われる以下の詳細説明からより
容易に明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】一部の実施形態による例示的コンテンツ提示情報管理システムを示す図である。
【図２】一部の実施形態による例示的コンテンツ提示情報管理システムを示す図である。
【図３】一部の実施形態によるコンテンツ提示情報を管理する例示的方法に関する流れ図
を示す図である。
【図４】本明細書に説明する様々な方法及び処理を実施するためのコンピュータデバイス
の様々な実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　説明する技術は、一般的に、コンテンツ提示デバイスへのコンテンツアセットの配信に
関連付けられたコンテンツ提示情報を管理するためのシステム、方法、及びコンピュータ
可読媒体に関する。一部の実施形態において、提示情報管理システム（「システム」又は
「管理システム」）は、配信計画に従ってコンテンツアセットがコンテンツ提示デバイス
を通して提示されたか否か（例えば、「インプレッション」）を検証するように構成する
ことができる。一部の実施形態において、管理システムは、管理システムによってアクセ
スされる各コンテンツアセットのためのコンテンツ識別子を発生させて、コンテンツアセ
ットがコンテンツ提示デバイスを通して提示された時に提示情報を受信するように構成す
ることができる。コンテンツ識別子は、コンテンツアセットが、コンテンツ提示デバイス
を通して提示された時に（例えば、視聴、ダウンロード、アクセス、再生、記録、又はス
トリーミングなど）、コンテンツアセットが、管理システム内で、例えば、コンテンツ提
示デバイスにおいて認識されることを可能にするように構成することができる。一部の実
施形態において、本発明のシステムは、コンテンツアセットを認識するための自動コンテ
ンツ認識（ＡＣＲ）システムを含むか又は他にそれを使用することができる。コンテンツ
識別子は、指紋、透かし、英数字コード、又は文字列のようなコンテンツの一意的な識別
子、又は他の識別デバイスを提供するように構成することができる。一部の実施形態にお
いて、コンテンツ識別子は、ビデオ及び／又はオーディオコンテンツに基づいて一意的な
指紋又は英数字コードを発生させることのようなコンテンツを使用して発生させることが
できる。一部の実施形態において、コンテンツ識別子は、コンテンツに割り当てられた一
意的な英数字識別子を含むことができる。
【００１６】
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　コンテンツアセット（又はコンテンツ）は、一般的に、メディアを通して表現すること
ができるデータ、情報、又はメディアなどのいずれかのタイプを含むことができる。例示
的メディアは、テレビ、ラジオ、放送、ケーブルテレビ、及び衛星放送テレビ、及び／又
はこれらのネットワーク（例えば、インターネット）形態のようなオーディオ及び視覚的
メディアを含むことができる。コンテンツの例は、限定するものではないが、ビデオ、オ
ーディオ、映画、ビデオゲーム、テレビ及びラジオ番組、コマーシャル、ウェブサイト、
画像、写真、テキスト、電子又はデジタル文書、触覚又は触感感覚、情報源、ストリーミ
ングメディア、ソーシャルメディア、ソーシャルネットワーク、及び／又はその組合せを
含むことができる。一部の実施形態において、コンテンツは、限定するものではないが、
ウェブサイト広告、インターネット広告、サーチエンジンマーケティング（ＳＥＭ）、ソ
ーシャルメディアマーケティング、及びモバイル機器広告を含むテレビ広告又はオンライ
ン広告のような広告を含むことができる。
【００１７】
　コンテンツ提示デバイスは、一般的に、閲覧者又は他のタイプのコンテンツ消費者にコ
ンテンツを提示することができる現在当業技術で公知の又は将来開発されるいずれかのデ
バイスである。コンテンツ提示デバイスの非限定的な例は、テレビ、スマートテレビ、ラ
ップトップコンピュータ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、タブレットコンピュータデバイス、
スマートフォン、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、ディスプレイモニタ又は端末、ラジ
オ、オーディオデバイス、スピーカ、ヘッドフォン、触覚デバイス、電子読取デバイス（
「ｅ－リーダー」）、発光ダイオード（ＬＥＤ）デバイス、有機ＬＥＤ（ＯＬＥＤ）デバ
イス、ウェアラブルスクリーン、セットトップボックス、衛星受信機、ビデオオンデマン
ド（ＶＯＤ）受信機、コンテンツ受信機（例えば、米国カリフォルニア州クパチーノのＡ
ｐｐｌｅ・インコーポレーテッド製のＡｐｐｌｅ　ＴＶ（登録商標）、米国カリフォルニ
ア州サラトガのＲｏｋｕ、インコーポレーテッド製のＲｏｋｕ（登録商標））、デジタル
ビデオレコーダ（ＤＶＲ）、パーソナルビデオレコーダ（ＰＶＲ）、ハードドライブ、フ
ラッシュドライブ、ストレージサーバ、デジタルビデオディスク（ＤＶＤ）デバイス、又
はＢｌｕ－ｒａｙ（ＴＭ）デバイスなどのを含む。
【００１８】
　提示情報は、一般的に、コンテンツ提示デバイスでのコンテンツの提示に関連する情報
を含むことができる。提示情報の非限定的な例は、時間、日付、地理情報、コンテンツ識
別子、コンテンツ、コンテンツ提示デバイス情報（例えば、デバイス識別子、ハードウエ
ア情報、デバイスタイプ、所有者又は加入者情報、ネットワーク情報、又は例えば実際の
ユーザインプレッションの可能性を示すデバイス活動など）、ネットワーク情報（例えば
、伝送ネットワーク、加入者ネットワーク、放送ネットワーク又はチャネル）、又は再生
情報（例えば、早送り、録画、又はコンテンツアセット全体が閲覧されたか否かなど）な
どを含むことができる。
【００１９】
　配信計画は、広告コンテンツのための広告キャンペーンのようなコンテンツ配信を指定
するように構成されたいずれかのタイプのスケジュール及び／又は計画を含むことができ
る。一部の実施形態において、配信計画は、視聴者ベース広告購入キャンペーンを含むこ
とができる。一部の実施形態において、管理システムは、配信計画に従ってコンテンツア
セットが視聴者に配信、閲覧、アクセス、又は他に提示されたか否かを検証するように構
成することができる。
【００２０】
　図１は、一部の実施形態による例示的管理システムを示している。図１に示されている
管理システム１００は、サービスプロバイダ１１５によって配信されるコンテンツを開発
するように構成されたコンテンツ開発体１２５ａからｎを含むことができる。コンテンツ
開発体１２５ａからｎは、広告主、広告代理店、テレビスタジオ又は放送ネットワーク、
ラジオチャネル、ウェブサイトプロバイダ、ＶＯＤサービス、コンテンツデータストア、
又は配信サービスなどのような当業技術で公知のいずれかのタイプのコンテンツ開発体を
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含むことができる。サービスプロバイダ１１５は、ケーブルテレビ又は衛星ネットワーク
、又はインターネットのような通信ネットワークのようなネットワーク１１０を通してコ
ンテンツプロバイダ１２５ａからｎからのコンテンツにアクセス可能である。サービスプ
ロバイダ１１５は、コンテンツ提示デバイス１０５ａからｎにコンテンツを提供すること
ができるいずれかのタイプのエンティティ又は構造体を含むことができる。例えば、サー
ビスプロバイダ１１５は、テレビ放送ネットワーク、ケーブルテレビネットワーク、衛星
テレビネットワーク、インターネットサービスプロバイダ（ＩＳＰ）、コンピュータデバ
イス広告ネットワーク、メディア配信ネットワーク、クラウドコンピュータネットワーク
、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、地上
波ネットワーク、モバイルネットワーク、及び／又はその組合せを含むことができる。
【００２１】
　コンテンツ提示デバイス１０５ａからｎは、閲覧者又は他のコンテンツ消費者へのコン
テンツを受信すること及び／又はそれを提示することができるいずれかのタイプのデバイ
スを含むことができる。コンテンツ提示デバイスの非限定的な例は、テレビ、スマートテ
レビ（又は他のインターネット又はネットワーク対応テレビ）、ラップトップコンピュー
タ、ＰＤＡ、タブレットコンピュータデバイス、スマートフォン、ＰＣ、ディスプレイモ
ニタ又は端末、ラジオ、オーディオデバイス、スピーカ、ヘッドフォン、触覚デバイス、
電子読取デバイス、ＬＥＤデバイス、ＯＬＥＤデバイス、ウェアラブルスクリーン、セッ
トトップボックス、衛星受信機、ＶＯＤ受信機、及びコンテンツ受信機を含む。
【００２２】
　一部の実施形態において、サービスプロバイダ１１５は、コンテンツプロバイダ１２５
ａからｎからコンテンツ提示デバイス１０５ａからｎに直接コンテンツを送信するための
ネットワークを含むことができる。例えば、サービスプロバイダ１１５は、コンテンツ提
示デバイス１０５ａからｎに直接にコンテンツを提供するためのテレビ制作スタジオのた
めのネットワーク及び関連技術を含むことができる。別の例では、サービスプロバイダ１
１５は、ユーザが様々なコンテンツプロバイダ１２５ａからｎからのコンテンツにアクセ
スすることを可能にするコンテンツアクセスアプリケーション、並びに関連ハードウエア
及びソフトウエアを含むことができる。例示的コンテンツアクセスアプリケーションは、
Ｎｅｔｆｉｘ（登録商標）及びＨｕｌｕ（登録商標）を含む。一部の実施形態において、
コンテンツプロバイダ１２５ａからｎは、例えば、ネットワーク１１０を通してコンテン
ツ提示デバイス１０５ａからｎと直接に通信することができる。
【００２３】
　コンテンツ提示システム１００は、１又は２以上のデータストア１２０を含むこと及び
／又はこれらへのアクセスを有することができる。データストア１２０は、コンテンツ、
及び／又はコンテンツ提示デバイス１０５ａからｎ、サービスプロバイダ１１５、及び／
又はコンテンツプロバイダ１２５ａからｎが、コンテンツを発生、送信、及び／又は提示
するのに使用することができる情報を格納するように構成することができる。一部の実施
形態において、データストア１２０は、少なくとも部分的に第三者機関からのデータを含
むことができる。例えば、データストア１２０は、コンテンツアセット、配信計画、コン
テンツ識別子（例えば、コンテンツ指紋ライブラリ）、視聴者ターゲット化情報（例えば
、人口動態情報、閲覧者プリファレンス情報、コンテンツアクセス履歴情報）、サービス
プロバイダ１１５及び／又はネットワーク１１０を通してコンテンツを受信するコンテン
ツ提示デバイス１０５ａからｎの数及びタイプ、コンテンツ提示デバイス１０５ａからｎ
のオペレーティングシステム、ソフトウエア、ファームウエア、及び／又はハードウエア
、又は閲覧者又は他のコンテンツ消費者及び／又は消費者デバイスのプロファイルなどに
関連付けられた情報を含むことができる。
【００２４】
　図１に示すように、管理システム１００は、１又は２以上のサーバ論理デバイス１３０
を含むことができ、これらのサーバ論理デバイス１３０は、一般的に、プロセッサと、１
又は２以上のアプリケーションに関するプログラムミング命令、データ、又は情報を収容
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するための非一時的メモリ又は他のストレージデバイスと、例えば、図４に示されており
、この図を参照して以下に説明する中央演算処理装置（ＣＰＵ）４０５、読取専用メモリ
（ＲＯＭ）４１０、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）４１５、通信ポート４４０、コン
トローラ４２０、及び／又はメモリデバイス４２５を含む他のハードウエアとを含むこと
ができる。
【００２５】
　一部の実施形態において、プログラムミング命令は、取りわけ、コンテンツ開発体１２
５ａからｎからのコンテンツアセットを受信し、又は他にそれにアクセスし、コンテンツ
識別子を発生させ、コンテンツアセットが何時コンテンツ提示デバイス１０５ａからｎに
提示されるかを検出し、又は他にそれを認識し、コンテンツアセットがコンテンツ提示デ
バイスを通して提示される時にメッセージを発生させ、コンテンツアセットが提示デバイ
スを通して提示されていることに応答して提示情報を発生させ、提示情報に基づいてコン
テンツ提示レポートを発生させ、提示情報に基づいて配信計画に従ってコンテンツアセッ
トを配信したか否かを検証し、及び／又はこれらのいずれかの組合せを行うように構成さ
れた提示情報管理アプリケーション（「管理アプリケーション」）を含むことができる。
一部の実施形態において、管理アプリケーションは、コンテンツアセットが何時コンテン
ツ提示デバイス１０５ａからｎに提示されたかを検出し、又は他にそれを認識するための
ＡＣＲアプリケーション、ハードウエア、又はシステム（「ＡＣＲシステム」）を含み、
又は他にそれらにアクセス可能である。
【００２６】
　サーバ論理デバイス１３０は、コンテンツ提示デバイス１０５ａからｎ、サービスプロ
バイダ１１５、及び／又はコンテンツプロバイダ１２５ａからｎと作動可能に通信するこ
とができる。一部の実施形態において、管理アプリケーションは、インターネットを通じ
たクライアントアプリケーション、ウェブベースアプリケーション、及び／又はモバイル
アプリケーション（例えば、「モバイルアプリ」又は「アプリ」）のような様々なプラッ
トフォームを通してアクセス可能とすることができる。一部の実施形態により、管理アプ
リケーション及び／又は管理アプリケーションのクライアントバージョンは、各提示デバ
イス１０５ａからｎ上で作動し、及び／又は他にこれらにアクセス可能であるように、及
び／又はインターネットのようなネットワーク上で提示デバイスにアクセス可能なサーバ
コンピュータデバイス上で作動するように構成することができる。コンテンツ識別子及び
／又は提示情報のアクセス及び／又は処理に使用されるファイル、データ、及び／又は処
理（例えば、医学的調査情報、又は分析処理など）の全て又は一部は、各提示デバイス１
０５ａからｎ上にローカルに格納すること、サーバ論理デバイス１３０のような集中位置
に格納すること、及び／又はネットワーク上でアクセス可能にすることができる。
【００２７】
　一部の実施形態において、管理アプリケーション及び／又はＡＣＲシステムは、コンテ
ンツ開発体１２５ａからｎ、コンテンツ配信者１１５、又はこれらの何らかの組合せによ
って作動させることができる。一部の実施形態において、管理アプリケーション及び／又
はＡＣＲシステムは、コンテンツ開発体１２５ａからｎ及び／又はコンテンツ配信者１１
５と通信する独立システム又はエンティティによって作動させることができる。
【００２８】
　一部の実施形態において、管理アプリケーションは、提示情報をコンテンツ配信キャン
ペーン、広告キャンペーン、プログラミングスケジュール、視聴者ターゲットキャンペー
ン（視聴者ベース広告キャンペーンなど）と比較するように構成することができる。例え
ば、管理アプリケーションは、提示情報に基づいて指示された実際のインプレッションを
配信計画に必要な又は他にそれによって定められたターゲットインプレッションと比較す
るように構成することができる。提示情報は、取りわけ、１又は２以上のコンテンツアセ
ットを観たか、これらをダウンロードしたか、これらを閲覧したか、これらを再生したか
、これらをストリーミングしたか、又は他にこれらにアクセスした特定のユーザ及び／又
は閲覧者のユーザ人口動態に関する情報を含むことができる。従って、管理アプリケーシ
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ョンは、どのようにして実際のコンテンツ閲覧者を配信計画で指定されたターゲット閲覧
者と比較するかを決定することができる。このような配信計画の検証は、百分率、ヒット
／ミス、又は全体的インプレッションなどのような様々な技術を使用して報告することが
できる。
【００２９】
　図２は、一部の実施形態による例示的管理システムを示している。図２に示されている
コンテンツ開発体２０５は、テレビ広告のようなコンテンツアセット２１０を開発するこ
とができる。広告２１０は、広告のためのコンテンツ識別子２２０を発生させることがで
きる管理システム２１５に提供することができる。コンテンツ識別子２２０は、ＭＰＥＧ
－２及び／又はＭＰＥＧ－４コンテンツのためなどの当業技術で公知の方法を使用して広
告２１０に埋め込むか又は他にそれに関連付けることができる。一部の実施形態において
、コンテンツ識別子２２０は、データストア（データベース又はコンテンツ識別子ライブ
ラリ）に格納することができ、広告に埋め込まないか又は他に広告と共に送信することが
できる。このような実施形態において、広告２１０は、デバイスに提示された時に分析す
ることができ、データストアは、この広告に適合するコンテンツ識別子がこのデータスト
アに格納されているか否かを決定するために検索することができる。
【００３０】
　一部の実施形態において、広告２１０は、テレビのようなコンテンツ提示デバイス２２
５に放送、送信、ストリーミング、又は他に配信することができる。広告２１０は、管理
システム２１５を通して、又はこの管理システムと作動可能に連結されたコンテンツ配信
者（図示せず）を通して直接に配信することができる。テレビ２２５は、テレビスクリー
ンのようなディスプレイ要素２３０上に広告２１０を提示することができる。
【００３１】
　管理アプリケーション２４０は、直接に又はテレビ２２５にコンテンツを供給する１又
は２以上のネットワーク上でテレビ２２５に提示されるコンテンツに対して作動するか、
又は他にそれにアクセス可能である。管理アプリケーション２４０は、テレビを通して提
示されるコンテンツに関連付けられたコンテンツ識別子に対してこのコンテンツをモニタ
、分析、放映、又は他に処理するように構成されたコンテンツ認識モジュール２３５を含
むか又は他にそれにアクセス可能である。一部の実施形態において、コンテンツ認識モジ
ュール２３５は、システム（ＡＣＲシステム）を含むか又は他にそれにアクセス可能であ
る。
【００３２】
　一部の実施形態において、管理アプリケーション２４０は、コンテンツ識別子を検出す
ることにより、コンテンツ識別子２１０を有する広告２１０が何時テレビ２２５上で再生
されたかを決定することができる。一部の実施形態において、管理アプリケーション２４
０は、適合するコンテンツ識別子に対してコンテンツ識別子ライブラリを検索することに
より、コンテンツ識別子２１０に関連付けられた広告２１０が何時テレビ２２５上で再生
されたかを決定することができる。
【００３３】
　図２は、テレビ２２５上で作動する管理アプリケーション２４０を示しているが、実施
形態は、このように限定されるものではなく、それは、管理アプリケーションが、テレビ
２２５上に提示されるか又はテレビ２２５に送信されるコンテンツをモニタ又は検出する
ことができるあらゆるデバイス上で作動させることができるためである。一部の実施形態
において、管理アプリケーション２４０は、コンテンツ識別子を有するコンテンツがテレ
ビ２２５のようなコンテンツ提示デバイスに送信された時にこのコンテンツを検出するこ
とができる。
【００３４】
　管理アプリケーション２４０がコンテンツ認識モジュール２３５を通してコンテンツ識
別子を検出した時に、管理アプリケーションは、テレビ２２５上の広告２１０の提示に関
連付けられた提示情報２４５にアクセスすること、及び／又はそれを発生させることがで
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きる。提示情報メッセージ２５０は、コンテンツ配信者２１５に送信することができる。
一部の実施形態において、管理アプリケーション２４０及び／又はコンテンツ配信者２１
５は、提示情報２４５を使用して、配信計画に従ってコンテンツが配信及び／又は提示さ
れたか否か（例えば、閲覧者インプレッション）を含むコンテンツ２１０の提示に関連す
る情報を閲覧するのにコンテンツ開発体２０５によって使用することができる提示レポー
ト２５５を発生させることができる。
【００３５】
　図３は、本明細書に説明する少なくとも一部の実施形態によって配置された１又は２以
上のサーバ論理デバイスを通じてなどで管理システムによって実行することができる一部
の実施形態によるコンテンツ提示情報を管理する例示的方法に関する流れ図である。例示
的方法は、ブロック３０５、３１０、３１５、３２０、３２５、３３０、３３５、及び／
又は３４０のうちの１又は２以上によって示された１又は２以上の作動、機能、又はアク
ションを含むことができる。ブロック３０５から３４０に説明される作動はまた、図４に
示されているメモリ要素４１０、４１５、及び４２５のようなコンピュータ可読媒体内に
コンピュータ実行可能命令として格納することができる。別々のブロックとして示されて
いるが、望ましい実施に応じて、様々なブロックを追加のブロックに分割するか、より少
ないブロックに組み合わせるか、又は削除することができる。ブロック３０５から３４０
に説明される作動は、コンテンツ開発体、コンテンツ配信者、コンテンツプロバイダ、コ
ンテンツ提示デバイス、ネットワークシステム、放送ネットワーク、又はこれらのいずれ
かの組合せによって実行することができる。
【００３６】
　図３に示すように、管理システムは、コンテンツ開発体からのコンテンツにアクセス可
能である（３０５）。例えば、広告主又は代理店は、一意的な各広告が、視聴者ベース広
告購入を含む広告キャンペーンのような配信計画と連動して使用されるように、広告又は
サンプルを提供することができる。管理システムは、コンテンツ識別子を発生させて、こ
のコンテンツ識別子をコンテンツ及び／又は関連するコンテンツアセット内に埋め込むこ
とができる（３１０）。例えば、一意的なテレビ広告は、ＡＣＲシステム、又はネットワ
ーク、地理的、及び／又は特定のデバイスレベル（例えば、インターネット接続スマート
テレビ）で配備された他のコンテンツ認識システムと共に使用することができる一意的な
オーディオ及び／又はビデオ指紋及び／又は透かしを発生させるように処理することがで
きる。コンテンツアセットは、コンテンツ提示デバイス及び／又はコンテンツ提示デバイ
スにコンテンツを提供するネットワークに送信することができる（３１５）。
【００３７】
　コンテンツ識別子に基づいて、コンテンツを検出することができる（３２０）。一部の
実施形態において、少なくとも部分的にＡＣＲを使用して、特定の視聴者ベーステレビ購
入のような配信計画に関連付けられたコンテンツアセットが何時提示（又は「放送」）さ
れたかを検出することができる。コンテンツアセットの提示又は放送の検出（３２０）は
また、関連するいずれかの配信ネットワークの識別情報、提示時間、地理情報、デバイス
情報、及び提示に関連付けられた他のいずれかの情報のような提示情報を受信すること（
３２５）を可能にする。一部の実施形態において、コンテンツ認識（例えば、ＡＣＲ）が
、コンテンツ提示デバイスのレベルで（例えば、ＡＣＲ対応スマートテレビを用いて）行
われた時のように、デバイスの十分なサンプルにわたる検出は、コンテンツアセットが提
示された特定の地理情報、時間、及び他の提示情報、並びにこれらに加えて、コンテンツ
アセットに関連する視聴者インプレッションレベルを正確に推定することを可能にするこ
とができる。提示情報は、広告主又は代理店のようなコンテンツ開発体に提供することが
できる（３３０）。このようにして、コンテンツ開発体は、リアルタイム又は実質的にリ
アルタイムで彼らのコンテンツ提示に関する正確な情報へのアクセスを有することができ
る。
【００３８】
　一部の実施形態において、任意的に、提示情報に基づいてコンテンツ提示レポート３３
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５を発生させることができる。例えば、提示情報は、分析するか又は他に分析処理を受け
させて、コンテンツ提示（例えば、テレビ広告の放送）の検出（３２０）に対するコンテ
キストを提供することができる。別の例では、配信計画を集計して提示情報を分析し、検
出３２０が視聴者ベース広告購入のような配信計画の一部分であったか否かを確認するこ
とができる。更に別の例では、提示検出３２０から得られた提示情報を使用した視聴者ベ
ース広告購入に関するレポートは、検出された広告挿入の配置（例えば、提示ネットワー
ク、提示時間、及び提示地理）、視聴者インプレッションの推定、並びに広告及び／又は
キャンペーンを受ける視聴者範囲及び配信頻度の推定を含むことができる。これに加えて
、このような測定結果と他の第三者機関データベースとを組み合わせることにより、各広
告挿入の推定費用又は特定の視聴者タイプ（例えば、子供がいる富裕な家庭）に対するイ
ンプレッション推定などのような追加情報を得るか、又はそれを提示することができる。
これらの測定結果及びレポートは、キャンペーン期間中又はその後に提供することができ
る。コンテンツ提示レポートは、コンテンツ開発体に提供することができる（３４０）。
【００３９】
　視聴者ベーステレビ購入の実施形態において、視聴者ベーステレビ購入の一部分ではな
いキャンペーンにも同じテレビ広告を使用することができる場合に、広告主及び／又は代
理店に、このキャンペーンに関連付けられた特定の広告挿入ログを提供させることにより
、同じテレビ広告を使用した他のキャンペーンに関連付けられた検出を区別することがで
きる。これらの広告挿入に関連付けられた広告挿入をＡＣＲ対応広告検出と適合させるこ
とにより、システムが、分析及び関連するレポートが視聴者ベーステレビ購入に関連付け
られた広告挿入に限定して着目することを確実にすることを可能にする。
【００４０】
　本明細書で説明する実施形態は、特定の放送及び送信機構を詳述しているが、当業者は
、メディアコンテンツ送信のあらゆる手段が完全に本発明の範囲にあることを認識するで
あろう。これに加えて、本明細書で説明する実施形態は、ディスプレイデバイス自体又は
セットトップボックスの使用を詳述しているが、当業者は、本発明は、ディスプレイデバ
イスの内部、外部、又はこれらの両方に存在することができる様々なハードウエア及びソ
フトウエアを使用して実施することができることを認識しなければならない。
【００４１】
　図４は、上述の様々なコンピュータ処理及びシステムを収容又は実施するのに使用する
ことができる例示的内部ハードウエアのブロック図である。バス４００は、ハードウエア
の他の例示する構成要素を相互接続する主情報ハイウエイとして機能する。ＣＰＵ４０５
は、プログラムを実行するのに必要な計算及び論理演算を実行するシステムの中央演算処
理装置である。ＣＰＵ４０５は、例示的処理デバイス、コンピュータデバイス、又はプロ
セッサであり、このような用語が本発明の開示に用いられている。読取専用メモリ（ＲＯ
Ｍ）４３０及びランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）４３５は、例示的メモリデバイスを構
成する。
【００４２】
　コントローラ４２０は、システムバス４００経由で１又は２以上の任意的なメモリデバ
イス４２５と接続する。これらのメモリデバイス４２５は、例えば、外部又は内部ＤＶＤ
ドライブ、ＣＤ　ＲＯＭドライブ、ハードドライブ、フラッシュメモリ、又はＵＳＢドラ
イブなどを含むことができる。上述のように、これらの様々なドライブ及びコントローラ
は、任意的なデバイスである。更に、メモリデバイス４２５は、いずれかのソフトウエア
モジュール又は命令、補助データを格納するための個別ファイル、結果の群又は補助デー
タを格納するための共通ファイル、又は結果情報、補助データ、及び上述の関連情報を格
納するための１又は２以上のデータベースを含むように構成することができる。
【００４３】
　上述の提示設定の決定、構成、送信、又は復号などに関連付けられた機能段階のいずれ
かを実行するためのプログラム命令、ソフトウエア、又は対話型モジュールは、ＲＯＭ４
３０及び／又はＲＡＭ４３５内に格納することができる。任意的に、プログラム命令は、
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イブ、Ｂｌｕ－ｒａｙ（ＴＭ）ディスクのような光ディスクストレージ媒体、及び／又は
他の記録媒体のような有形コンピュータ可読媒体上に格納することができる。
【００４４】
　任意的なディスプレイインタフェース４３０は、バス４００からの情報をオーディオ、
視覚的、グラフィック、又は英数形式でディスプレイ４３５上に表示することを可能にす
ることができる。外部デバイスとの通信は、様々な通信ポート４４０を使用して行うこと
ができる。例示的通信ポート４４０は、インターネット又はローカルエリアネットワーク
のような通信ネットワークに接続することができる。
【００４５】
　ハードウエアはまた、キーボード４５０のような入力デバイス、又はマウス、ジョイス
ティック、タッチスクリーン、リモコン、ポインティングデバイス、ビデオ入力デバイス
、及び／又はオーディオ入力デバイスのような他の入力デバイス４５５からのデータを受
信することを可能にするインタフェース４４５を含むことができる。
【００４６】
　上記で開示した特徴及び機能、並びに他の特徴及び機能、又はこれらの代替例のいくつ
かを多くの他の異なるシステム又はアプリケーションに望ましく組み合わせることができ
ることは認められるであろう。同じく現在予想されないか又は予期されない様々な代替、
変更、変形、又は改良を当業者によって今後行うことができ、このような代替、変形、及
び改良は特許請求の範囲によって包含されることも認められるであろう。
【符号の説明】
【００４７】
１００　管理システム
１０５ａ　コンテンツ提示デバイス
１１０　ネットワーク
１１５　サービスプロバイダ
１２５ａ　コンテンツ開発体
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